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主 な 記 事

総合課税対象の社債利子範囲を整備 ２面

７年度補正予算案を閣議決定 ２面

ひと・作文で総理大臣賞の内海さん ３面

法人税の調査で追徴税額が過去最高 ４面

　

自

民

党

税

制

調

査

会

は

２

日

と

４

日

、

同

党

本

部

で

小

委

員

会

を

開

き

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

決

定

に

向

け

て

議

論

を

行

っ

た

。

２

日

に

は

各

部

会

か

ら

の

要

望

を

受

け

入

れ

る

か

、

受

け

入

れ

な

い

か

な

ど

を

検

討

。

４

日

に

は

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

、

所

得

税

の

基

礎

控

除

等

の

額

の

適

時

の

引

上

げ

の

具

体

的

な

方

策

な

ど

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

。

所

得

税

関

係

で

は

そ

の

他

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

に

つ

い

て

、

つ

み

た

て

投

資

枠

に

お

け

る

対

象

年

齢

等

の

見

直

し

な

ど

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

一

層

の

充

実

を

図

る

こ

と

、

法

人

税

関

係

で

は

、

経

済

産

業

部

会

が

要

望

し

て

い

た

大

胆

な

設

備

投

資

促

進

税

制

の

創

設

な

ど

が

、

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

い

わ

ゆ

る

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

を

廃

止

す

る

た

め

の

法

律

が

�

月

�

日

、

参

院

本

会

議

で

可

決

、

成

立

し

た

。

同

法

の

成

立

に

よ

り

同

暫

定

税

率

は

�

月

�

日

を

も

っ

て

廃

止

さ

れ

る

。

同

法

の

附

則

に

は

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

に

つ

い

て

も

来

年

４

月

１

日

で

廃

止

す

る

方

針

が

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

別

途

、

法

改

正

が

必

要

に

な

る

も

の

の

、

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

も

来

年

４

月

１

日

を

も

っ

て

廃

止

さ

れ

る

見

通

し

だ

。

　

急

激

な

価

格

変

動

に

よ

る

混

乱

を

避

け

る

た

め

、

す

で

に

ガ

ソ

リ

ン

、

軽

油

と

も

に

暫

定

税

率

廃

止

を

見

据

え

て

補

助

金

が

段

階

的

に

引

き

上

げ

ら

れ

て

お

り

、

ガ

ソ

リ

ン

、

軽

油

の

価

格

は

下

が

っ

て

い

る

。

補

助

金

を

暫

定

税

率

分

と

同

額

に

し

た

う

え

で

、

暫

定

税

率

が

廃

止

さ

れ

る

の

で

、

暫

定

税

率

の

廃

止

後

に

価

格

が

急

に

下

が

る

こ

と

は

な

い

。

　

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

は

道

路

特

定

財

源

制

度

を

前

提

に

昭

和

�

年

に

創

設

さ

れ

、

そ

の

後

、

税

率

の

引

上

げ

や

一

般

財

源

化

な

ど

を

経

な

が

ら

も

存

続

し

て

い

た

が

、

今

年

末

で

�

年

超

の

歴

史

に

終

止

符

が

打

た

れ

る

。

　

政

府

は

２

日

、

１

回

目

の

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

に

関

す

る

関

係

閣

僚

等

及

び

副

大

臣

会

議

を

開

催

し

、

木

原

稔

官

房

長

官

や

片

山

さ

つ

き

財

務

相

兼

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

相

、

林

芳

正

総

務

相

な

ど

関

係

閣

僚

の

ほ

か

、

関

係

省

庁

の

副

大

臣

が

出

席

し

た

。

　

こ

の

日

は

、

租

特

・

補

助

金

の

適

正

化

の

進

め

方

が

示

さ

れ

、

年

内

は

直

ち

に

見

直

し

可

能

な

項

目

に

つ

い

て

８

年

度

税

制

改

正

に

向

け

た

プ

ロ

セ

ス

・

予

算

編

成

過

程

で

必

要

な

見

直

し

を

実

施

し

、

８

年

度

政

府

税

制

改

正

大

綱

と

８

年

度

予

算

概

算

に

反

映

さ

せ

る

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

後

の

９

年

度

予

算

編

成

・

税

制

改

正

に

向

け

て

は

要

求

、

要

望

段

階

か

ら

査

定

段

階

ま

で

一

貫

し

た

対

応

を

実

施

す

る

方

針

だ

。

具

体

的

に

は

、

来

年

１

月

か

ら

３

月

に

か

け

て

今

年

末

ま

で

の

見

直

し

の

経

験

を

踏

ま

え

、

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

室

で

９

年

度

要

求

・

要

望

に

向

け

た

対

応

を

検

討

。

４

月

以

降

は

９

年

度

の

要

求

、

要

望

に

向

け

て

要

求

官

庁

と

連

携

し

て

租

特

・

補

助

金

の

総

点

検

を

行

う

こ

と

と

し

て

お

り

、

そ

の

際

に

は

各

省

の

行

政

事

業

レ

ビ

ュ

ー

の

自

己

点

検

プ

ロ

セ

ス

や

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

（

証

拠

に

基

づ

く

政

策

立

案

）

の

ア

ド

バ

イ

ザ

リ

ー

ボ

ー

ド

等

、

既

存

の

取

り

組

み

も

活

用

す

る

。

　

令

和

７

年

度

（

第

�

回

）

税

理

士

試

験

結

果

が

こ

の

ほ

ど

公

表

さ

れ

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

同

試

験

の

合

格

者

数

が

昨

年

よ

り

�

人

少

な

い

５

２

７

人

だ

っ

た

こ

と

が

分

か

っ

た

。

　

受

験

者

数

は

昨

年

の

３

万

４

７

５

７

人

よ

り

１

５

６

３

人

多

い

３

万

６

３

２

０

人

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

８

年

度

（

第

�

回

）

の

同

試

験

か

ら

、

試

験

の

申

込

み

、

結

果

通

知

の

確

認

お

よ

び

各

種

申

請

を

オ

ン

ラ

イ

ン

で

行

う

こ

と

が

で

き

る

専

用

サ

イ

ト

が

開

設

さ

れ

る

こ

と

も

公

表

さ

れ

た

。

こ

れ

に

伴

い

、

従

来

の

同

試

験

に

関

す

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

す

べ

て

の

オ

ン

ラ

イ

ン

手

続

は

８

年

３

月

�

日

を

も

っ

て

終

了

す

る

。

　

詳

細

な

操

作

方

法

や

、

申

請

の

流

れ

な

ど

を

解

説

し

た

操

作

マ

ニ

ュ

ア

ル

は

後

日

公

開

さ

れ

る

。

　

４

日

の

会

合

で

は

、

財

務

省

が

政

府

税

制

調

査

会

に

提

出

し

た

、

基

礎

控

除

等

の

額

の

適

時

の

引

上

げ

の

具

体

的

な

方

策

の

イ

メ

ー

ジ

の

資

料

が

示

さ

れ

、

①

物

価

上

昇

の

影

響

を

タ

イ

ム

リ

ー

に

反

映

す

る

こ

と

へ

の

要

請

と

源

泉

徴

収

義

務

者

等

の

事

務

負

担

の

バ

ラ

ン

ス

を

考

え

た

場

合

、

基

礎

控

除

等

を

ど

の

程

度

の

頻

度

で

見

直

し

て

い

く

か

、

②

基

本

的

に

全

て

の

納

税

者

に

適

用

さ

れ

る

基

礎

控

除

の

本

則

分

（

現

行

�

万

円

）

は

、

ど

の

よ

う

な

指

標

を

参

照

し

て

見

直

し

て

い

く

か

、

の

２

点

を

論

点

と

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

８

年

度

改

正

以

降

に

結

論

を

得

る

と

さ

れ

た

、

高

校

生

世

代

の

扶

養

控

除

の

見

直

し

も

議

論

し

た

。

　

所

得

税

関

係

で

は

そ

の

他

、

金

融

所

得

課

税

の

一

体

化

に

向

け

て

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

こ

と

が

長

期

検

討

の

項

目

と

さ

れ

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

は

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

法

人

税

関

係

で

は

、

退

職

年

金

等

積

立

金

に

対

す

る

法

人

税

（

特

別

法

人

税

）

の

撤

廃

ま

た

は

課

税

の

停

止

措

置

の

適

用

期

限

の

延

長

を

複

数

の

部

会

が

要

望

し

て

い

た

が

、

廃

止

に

つ

い

て

は

受

け

入

れ

ず

、

課

税

停

止

措

置

の

期

限

延

長

を

検

討

し

、

後

日

報

告

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

大

胆

な

設

備

投

資

減

税

と

し

て

は

、

「

戦

略

技

術

領

域

型

」

（

仮

称

）

を

創

設

し

て

、

戦

略

技

術

領

域

に

対

す

る

研

究

開

発

投

資

を

拡

大

、

大

学

等

に

お

け

る

戦

略

研

究

拠

点

と

の

産

学

連

携

の

促

進

に

必

要

な

措

置

を

と

る

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

ま

た

、

複

数

の

部

会

か

ら

研

究

開

発

税

制

の

拡

充

、

上

乗

せ

措

置

の

適

用

期

限

の

延

長

が

要

望

さ

れ

、

自

民

税

調

で

も

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

が

、

研

究

開

発

税

制

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

効

果

を

疑

問

視

す

る

声

が

政

府

税

調

な

ど

か

ら

出

て

い

る

。

　

中

小

企

業

者

等

の

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

損

金

算

入

の

特

例

に

つ

い

て

は

拡

充

、

適

用

期

限

の

延

長

と

と

も

に

、

検

討

し

、

後

日

報

告

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

相

続

税

・

贈

与

税

関

係

で

は

、

法

人

版

（

特

例

措

置

）

お

よ

び

個

人

版

事

業

承

継

税

制

（

贈

与

税

・

相

続

税

と

も

に

１

０

０

％

猶

予

）

に

つ

い

て

、

承

継

計

画

の

提

出

期

限

の

延

長

を

行

う

こ

と

、

事

業

承

継

の

在

り

方

を

検

討

す

る

こ

と

は

、

検

討

し

、

後

日

報

告

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

７

年

度

大

綱

に

、

「

税

源

の

偏

在

性

が

小

さ

く

税

収

が

安

定

的

な

地

方

税

体

系

の

構

築

に

向

け

て

取

り

組

む

」

と

記

載

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

、

東

京

都

の

み

に

納

税

す

る

大

法

人

の

増

加

等

に

よ

り

、

特

に

法

人

事

業

税

資

本

割

に

お

い

て

都

の

税

収

シ

ェ

ア

が

高

い

水

準

で

推

移

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

に

対

応

す

べ

き

か

、

な

ど

の

視

点

が

示

さ

れ

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � ８

第３６７８号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

家

族

で

気

候

の

良

い

時

期

に

キ

ャ

ン

プ

を

楽

し

ん

で

い

た

が

、

全

国

各

地

で

ク

マ

の

出

没

が

急

増

し

、

人

的

被

害

や

農

作

物

被

害

が

相

次

い

で

い

る

こ

と

か

ら

、

山

間

部

の

キ

ャ

ン

プ

場

は

控

え

、

都

市

部

に

近

い

キ

ャ

ン

プ

場

を

選

ぶ

よ

う

に

な

っ

た

★

ク

マ

被

害

の

背

景

に

は

、

山

の

環

境

の

変

化

や

食

糧

事

情

、

地

域

の

高

齢

化

な

ど

複

雑

な

課

題

が

あ

り

、

地

元

だ

け

で

は

十

分

な

対

策

が

難

し

い

現

状

が

あ

り

、

各

自

治

体

が

警

戒

体

制

の

強

化

、

捕

獲

・

追

い

払

い

、

情

報

発

信

な

ど

、

住

民

の

安

全

を

守

る

た

め

の

対

策

に

取

り

組

ん

で

い

る

★

ク

マ

対

策

費

用

を

捻

出

し

よ

う

と

、

ふ

る

さ

と

納

税

を

活

用

す

る

自

治

体

も

あ

る

。

返

礼

品

は

な

く

、

集

ま

っ

た

寄

附

は

猟

友

会

の

見

回

り

や

箱

わ

な

・

電

気

柵

の

設

置

な

ど

の

捕

獲

に

係

る

経

費

、

不

要

果

樹

の

伐

採

費

用

な

ど

に

充

て

る

予

定

だ

。

今

年

は

ふ

る

さ

と

納

税

を

通

じ

て

ク

マ

対

策

に

貢

献

し

よ

う

と

思

う

。

（

Ｍ

）

　

�

月

�

日

開

催

の

自

民

党

税

制

調

査

会

の

小

委

員

会

で

示

さ

れ

た

納

税

環

境

整

備

案

の

中

で

、

総

合

課

税

の

対

象

と

な

る

社

債

利

子

の

範

囲

を

整

備

す

る

方

針

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

同

族

会

社

の

株

主

が

、

本

来

は

総

合

課

税

が

適

用

さ

れ

る

役

員

報

酬

等

を

社

債

の

利

子

で

受

け

取

り

、

分

離

課

税

の

適

用

を

受

け

る

利

子

所

得

に

転

換

す

る

こ

と

で

税

負

担

を

軽

減

す

る

事

例

が

み

ら

れ

た

た

め

、

過

去

の

税

制

改

正

で

同

族

会

社

の

株

主

が

支

払

い

を

受

け

る

社

債

の

利

子

は

総

合

課

税

の

対

象

と

す

る

等

の

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

ら

を

回

避

す

る

ス

キ

ー

ム

が

把

握

さ

れ

た

た

め

、

追

加

の

対

策

を

講

じ

る

。

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

７

年

分

確

定

申

告

期

の

確

定

申

告

会

場

を

公

表

し

た

。

７

年

分

の

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

は

、

８

年

２

月

�

日

か

ら

３

月

�

日

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

　

確

定

申

告

会

場

で

の

相

談

を

希

望

す

る

場

合

、

国

税

庁

で

は

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

を

お

願

い

し

て

い

る

。

各

会

場

に

お

い

て

当

日

受

付

も

行

っ

て

い

る

が

、

当

日

の

相

談

枠

に

は

限

り

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

申

告

書

等

の

提

出

の

み

の

場

合

は

予

約

不

要

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

務

署

の

閉

庁

日

（

土

・

日

曜

・

祝

日

等

）

に

一

部

の

会

場

で

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

の

受

付

を

行

う

閉

庁

日

対

応

に

つ

い

て

は

、

３

月

１

日

に

行

う

と

し

て

い

る

。

　

確

定

申

告

会

場

や

閉

庁

日

対

応

を

行

う

税

務

署

一

覧

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

月

�

日

、

令

和

７

年

６

月

�

日

付

課

法

２

―

７

ほ

か

１

課

共

同

「

法

人

税

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

」

（

法

令

解

釈

通

達

）

等

の

趣

旨

説

明

を

公

表

し

た

。

　

同

通

達

は

、

７

年

度

の

法

人

税

関

係

法

令

等

の

改

正

に

対

応

し

、

所

要

の

整

備

を

図

っ

た

も

の

。

趣

旨

説

明

で

は

、

リ

ー

ス

税

制

の

改

正

に

伴

う

見

直

し

、

中

小

企

業

投

資

促

進

税

制

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

な

ど

の

改

正

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

国

税

庁

は

�

月

�

日

、

同

通

達

の

一

部

の

表

記

に

誤

り

が

あ

っ

た

と

し

て

、

こ

れ

を

修

正

す

る

通

達

も

公

表

し

て

い

る

。

　

政

府

は

�

月

�

日

、

令

和

７

年

度

補

正

予

算

案

を

閣

議

決

定

し

た

。

近

く

国

会

に

提

出

す

る

。

一

般

会

計

補

正

予

算

の

追

加

歳

出

は

約

�

兆

７

０

０

０

億

円

、

こ

れ

に

減

税

が

約

２

兆

７

０

０

０

億

円

、

特

別

会

計

が

約

９

０

０

０

億

円

で

全

体

の

規

模

は

約

�

兆

３

０

０

０

億

円

。

�

月

�

日

に

閣

議

決

定

し

た

総

合

経

済

対

策

（

�

月

１

日

号

２

面

参

照

）

の

裏

付

け

と

な

る

。

　

こ

の

中

で

、

７

年

度

の

税

収

は

当

初

予

算

の

�

兆

８

１

９

０

億

円

か

ら

�

兆

６

９

８

０

億

円

へ

と

２

兆

８

７

９

０

億

円

上

方

修

正

さ

れ

、

初

の

�

兆

円

台

に

到

達

す

る

見

込

み

と

な

っ

た

。

当

初

予

算

に

比

べ

て

所

得

税

が

１

兆

９

９

３

０

億

円

増

え

る

ほ

か

、

消

費

税

が

６

５

３

０

億

円

、

法

人

税

が

３

５

１

０

億

円

、

相

続

税

が

２

３

２

０

億

円

そ

れ

ぞ

れ

増

加

す

る

こ

と

を

見

込

む

。

見

込

み

ど

お

り

と

な

る

と

税

収

は

２

年

度

以

降

、

６

年

連

続

で

過

去

最

高

と

な

る

。

　

ま

た

、

補

正

予

算

で

中

小

、

中

堅

企

業

対

策

費

と

し

て

基

金

残

額

の

活

用

も

含

め

て

１

兆

１

３

０

０

億

円

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

主

な

内

容

は

、

中

堅

・

中

小

・

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

企

業

の

賃

上

げ

に

向

け

た

省

力

化

等

の

大

規

模

成

長

投

資

補

助

金

と

し

て

４

１

２

１

億

円

（

う

ち

、

新

規

と

し

て

２

０

０

０

億

円

）

、

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

の

生

産

性

向

上

を

促

す

た

め

の

成

長

加

速

化

補

助

金

、

Ｉ

Ｔ

導

入

補

助

金

、

小

規

模

事

業

者

持

続

化

補

助

金

、

事

業

承

継

・

Ｍ

＆

Ａ

補

助

金

や

重

点

的

な

ハ

ン

ズ

オ

ン

支

援

を

は

じ

め

と

し

た

総

合

的

な

ソ

フ

ト

支

援

等

に

３

４

０

０

億

円

、

経

営

改

善

計

画

策

定

支

援

事

業

に

１

０

１

億

円

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

社

債

の

利

子

は

原

則

、

利

子

所

得

と

し

て

分

離

課

税

（

税

率

�

％

）

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

を

利

用

し

て

同

族

会

社

の

株

主

が

本

来

な

ら

総

合

課

税

（

最

高

税

率

�

％

）

が

適

用

さ

れ

る

役

員

報

酬

等

を

社

債

の

利

子

で

受

け

取

り

、

分

離

課

税

の

適

用

を

受

け

る

利

子

所

得

に

転

換

す

る

こ

と

で

税

負

担

を

軽

減

す

る

事

例

が

み

ら

れ

た

た

め

、

適

正

化

を

図

る

観

点

か

ら

同

族

会

社

の

株

主

が

支

払

い

を

受

け

る

社

債

の

利

子

は

総

合

課

税

の

対

象

と

さ

れ

た

（

平

成

�

年

度

税

制

改

正

）

。

ま

た

、

個

人

が

同

族

会

社

と

の

間

に

法

人

を

介

在

さ

せ

る

場

合

で

も

、

総

合

課

税

の

対

象

と

な

る

所

得

の

分

離

課

税

へ

の

転

換

が

容

易

に

可

能

な

こ

と

か

ら

、

同

族

会

社

と

の

間

に

個

人

が

支

配

す

る

法

人

を

介

在

さ

せ

て

間

接

的

に

そ

の

同

族

会

社

を

支

配

す

る

場

合

も

同

様

に

総

合

課

税

の

対

象

に

追

加

さ

れ

た

（

令

和

３

年

度

税

制

改

正

）

。

　

こ

れ

ま

で

も

、

「

い

た

ち

ご

っ

こ

」

の

様

相

を

呈

し

て

い

た

わ

け

だ

が

、

新

た

に

①

同

族

会

社

と

の

間

に

第

三

者

（

特

定

法

人

）

を

介

在

さ

せ

る

ケ

ー

ス

や

、

②

同

族

会

社

の

株

主

が

そ

れ

ぞ

れ

の

同

族

会

社

（

特

定

法

人

）

か

ら

社

債

の

利

子

の

支

払

い

を

受

け

る

ケ

ー

ス

が

把

握

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

（

図

参

照

）

。

①

や

②

の

ケ

ー

ス

は

、

実

態

と

し

て

は

同

族

会

社

か

ら

の

支

払

い

を

受

け

る

利

子

と

変

わ

ら

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

通

常

行

わ

れ

な

い

取

引

関

係

の

構

築

に

よ

っ

て

総

合

課

税

の

適

用

を

免

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

た

め

、

①

、

②

の

ケ

ー

ス

で

特

定

法

人

か

ら

株

主

に

支

払

わ

れ

る

社

債

の

利

子

を

総

合

課

税

の

対

象

に

追

加

す

る

こ

と

と

し

た

。

　

通

常

行

わ

れ

な

い

取

引

関

係

の

構

築

で

あ

る

こ

と

を

担

保

す

る

た

め

、

第

三

者

（

特

定

法

人

）

か

ら

株

主

へ

の

社

債

の

利

子

や

元

本

の

支

払

い

に

つ

き

、

同

族

会

社

の

発

行

し

た

社

債

が

担

保

と

し

て

提

供

さ

れ

て

い

る

こ

と

、

同

族

会

社

が

債

務

保

証

契

約

等

を

行

っ

て

い

る

こ

と

等

を

要

件

と

す

る

。

　

当

該

株

主

が

特

定

法

人

か

ら

支

払

い

を

受

け

る

社

債

の

償

還

差

益

に

つ

い

て

も

、

同

様

に

総

合

課

税

の

対

象

と

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

「

両

親

に

相

談

し

な

が

ら

頑

張

っ

て

考

え

た

作

品

な

の

で

、

こ

の

よ

う

に

評

価

さ

れ

て

と

て

も

嬉

し

い

」

と

受

賞

の

喜

び

を

語

っ

た

。

　

�

万

６

５

９

４

編

の

作

品

か

ら

選

ば

れ

た

１

編

。

令

和

７

年

度

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

で

内

閣

総

理

大

臣

賞

に

輝

い

た

内

海

さ

ん

の

作

品

。

タ

イ

ト

ル

は

「

『

納

税

』

と

い

う

名

の

優

し

さ

」

。

　

生

ま

れ

つ

き

「

両

耳

外

耳

道

閉

鎖

症

」

を

持

つ

妹

は

音

が

ほ

と

ん

ど

聞

こ

え

な

か

っ

た

が

、

骨

伝

導

補

聴

器

で

音

を

聞

け

る

よ

う

に

な

っ

た

。

「

初

め

て

鮮

明

な

音

を

聞

い

た

妹

の

輝

い

た

目

は

、

私

た

ち

家

族

の

記

憶

に

強

く

残

っ

て

い

る

」

と

い

う

。

そ

の

後

、

妹

は

バ

レ

エ

や

ミ

ュ

ー

ジ

カ

ル

に

打

ち

込

み

、

舞

台

俳

優

を

夢

見

て

努

力

し

て

い

る

。

こ

の

補

聴

器

は

高

価

だ

が

、

国

の

助

成

金

、

つ

ま

り

税

金

の

お

か

げ

で

使

え

る

よ

う

に

な

っ

た

と

知

り

、

税

金

が

誰

か

の

夢

や

未

来

を

支

え

る

大

切

な

も

の

だ

と

気

づ

く

。

学

校

や

街

灯

な

ど

日

常

も

税

金

に

支

え

ら

れ

、

社

会

は

支

え

合

い

の

循

環

で

成

り

立

っ

て

い

る

と

実

感

し

た

。

妹

は

舞

台

か

ら

感

動

を

届

け

恩

返

し

す

る

だ

ろ

う

。

自

分

も

納

税

で

誰

か

を

支

え

た

い

と

結

ん

で

い

る

。

　

「

将

来

は

妹

の

よ

う

に

困

っ

て

い

る

人

た

ち

に

希

望

を

与

え

ら

れ

る

仕

事

に

就

き

た

い

」

と

話

す

内

海

さ

ん

。

隣

か

ら

姉

を

見

つ

め

る

妹

さ

ん

の

笑

顔

が

と

て

も

印

象

に

残

っ

た

。

（

秋

）

�月の税収

（単位：百万円）

税目

�月分

（前年比）

�月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

１，３２９，４５６

（１１１．９％）

１０，４７７，１４７

（１４５．３％）

申告分

２９，４９３

（６５．５％）

５９６，２７７

（１０６．９％）

計

１，３５８，９４９

（１１０．２％）

１１，０７３，４２４

（１４２．５％）

法人税

６３０，８８３

（１０６．６％）

２，５６９，７０７

（１５２．４％）

相続税

３８７，４４９

（１１４．６％）

１，５６１，５００

（１１３．９％）

消費税

２，２１１，０８７

（１０４．３％）

７，６５６，８９７

（１０１．３％）

酒税

９０，２３０

（９２．６％）

４７９，０９０

（９２．６％）

その他

５５３，７１２

（１０１．７％）

３，０７８，９８５

（９９．５％）

一般会計

分　　計

５，２３２，３１０

（１０６．３％）

２６，４１９，６０３

（１２０．１％）

　

地

方

税

共

同

機

構

は

�

月

�

日

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

、

令

和

７

年

度

地

方

税

に

お

け

る

電

子

化

の

推

進

に

関

す

る

検

討

会

と

り

ま

と

め

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

に

お

け

る

「

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

」

機

能

の

導

入

年

度

に

つ

い

て

、

令

和

�

年

４

月

か

ら

の

実

装

を

目

指

す

と

し

た

。

ま

た

、

書

面

で

の

や

り

取

り

が

発

生

し

て

い

る

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

口

座

情

報

登

録

に

つ

い

て

、

オ

ン

ラ

イ

ン

で

完

結

で

き

る

仕

組

み

に

向

け

た

検

討

を

行

う

べ

き

で

あ

る

と

し

た

。

　

東

京

都

は

�

月

�

日

、

宿

泊

税

の

見

直

し

に

関

す

る

素

案

を

公

表

し

、

�

日

に

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

現

在

、

１

人

当

た

り

１

泊

１

万

円

以

上

１

万

５

０

０

０

円

未

満

の

宿

泊

で

１

０

０

円

、

同

１

万

５

０

０

０

円

以

上

の

宿

泊

で

２

０

０

円

と

し

て

い

る

都

の

宿

泊

税

を

宿

泊

料

金

の

３

％

の

定

率

制

に

改

め

る

一

方

、

課

税

免

除

基

準

額

を

１

人

１

泊

１

万

円

か

ら

１

万

３

０

０

０

円

に

引

き

上

げ

る

こ

と

が

柱

。

ま

た

、

現

在

は

対

象

外

の

簡

易

宿

所

や

民

泊

の

利

用

を

対

象

に

加

え

る

。

　

パ

ブ

コ

メ

の

締

め

切

り

は

�

月

�

日

。

制

度

の

見

直

し

後

の

税

収

は

１

９

０

億

円

程

度

と

試

算

さ

れ

て

お

り

、

１

２

０

億

円

程

度

の

増

加

が

見

込

ま

れ

る

。

　

パ

ブ

コ

メ

を

経

て

条

例

案

を

策

定

し

、

年

明

け

２

月

開

催

の

令

和

８

年

第

一

回

定

例

会

に

提

出

す

る

予

定

。

条

例

案

可

決

後

、

総

務

省

と

協

議

し

、

改

正

条

例

を

９

年

度

中

に

施

行

す

る

こ

と

を

目

指

す

。

　

財

務

省

は

１

日

、

�

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

（

図

表

参

照

）

。

　

同

月

分

税

収

は

、

主

要

３

税

の

増

加

に

よ

り

、

前

年

同

月

比

６

・

３

％

増

の

５

兆

２

３

２

３

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

�

・

１

％

増

の

�

兆

４

１

９

６

億

円

だ

っ

た

。

予

算

額

�

兆

８

１

９

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

�

・

０

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

９

月

支

給

分

の

給

与

が

中

心

の

源

泉

徴

収

分

は

、

昨

年

に

施

行

さ

れ

た

定

額

減

税

の

影

響

が

は

く

落

し

た

こ

と

と

賃

上

げ

を

背

景

と

し

て

給

与

税

収

が

増

え

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

同

�

・

９

％

増

の

１

兆

３

２

９

４

億

円

だ

っ

た

。

申

告

分

と

合

わ

せ

た

所

得

税

全

体

は

、

同

�

・

２

％

増

の

１

兆

３

５

８

９

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

法

人

税

は

、

８

月

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

２

月

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

８

月

決

算

法

人

の

企

業

収

益

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

同

６

・

６

％

増

の

６

３

０

８

億

円

と

増

加

し

た

。

　

消

費

税

は

、

物

価

上

昇

な

ど

が

影

響

し

国

内

分

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

同

４

・

３

％

増

の

２

兆

２

１

１

０

億

円

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

相

続

税

は

、

個

別

要

因

に

よ

り

同

�

・

６

％

増

の

３

８

７

４

億

円

と

増

加

し

た

。

　

同

検

討

会

は

、

学

識

経

験

者

、

地

方

団

体

、

日

本

経

済

団

体

連

合

会

、

全

国

銀

行

協

会

、

日

本

商

工

会

議

所

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

、

総

務

省

及

び

地

方

税

共

同

機

構

で

構

成

さ

れ

て

お

り

、

近

年

、

同

検

討

会

の

提

言

を

踏

ま

え

、

地

方

税

務

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

が

加

速

し

て

い

る

。

　

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

機

能

は

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

に

お

い

て

申

告

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

際

、

納

付

に

当

た

り

登

録

し

て

い

る

口

座

か

ら

自

動

的

に

引

き

落

と

す

こ

と

を

求

め

る

意

思

表

示

を

併

せ

て

行

う

こ

と

に

よ

り

、

別

途

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

手

続

を

行

う

こ

と

な

く

、

法

定

納

期

限

当

日

に

自

動

で

口

座

引

き

落

と

し

を

可

能

と

す

る

仕

組

み

。

先

行

導

入

さ

れ

て

い

る

国

税

の

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

機

能

と

同

様

、

納

税

者

が

法

定

納

期

限

当

日

に

申

告

等

デ

ー

タ

の

送

信

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

法

定

納

期

限

翌

日

に

自

動

的

に

口

座

引

き

落

と

し

が

行

わ

れ

、

期

限

内

に

納

付

さ

れ

た

も

の

と

取

り

扱

う

、

法

律

上

の

特

例

規

定

を

置

く

べ

き

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

対

象

税

目

は

、

導

入

ニ

ー

ズ

の

高

い

法

人

二

税

に

加

え

、

個

人

住

民

税

（

特

別

徴

収

）

、

事

業

所

税

、

利

子

割

、

配

当

割

、

株

式

等

譲

渡

所

得

割

（

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

Ｐ

Ｃ

ｄ

ｅ

ｓ

ｋ

（

Ｄ

Ｌ

版

・

Ｗ

Ｅ

Ｂ

版

）

の

対

象

税

目

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

証

明

書

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

つ

い

て

も

検

討

を

進

め

る

べ

き

と

し

た

。

検

討

対

象

と

す

る

証

明

書

は

、

納

税

証

明

書

・

所

得

証

明

書

（

個

人

住

民

税

）

・

固

定

資

産

課

税

台

帳

記

載

事

項

証

明

書

。

導

入

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

に

つ

い

て

は

、

シ

ス

テ

ム

構

成

や

改

修

規

模

が

固

ま

っ

て

初

め

て

具

体

的

に

決

定

で

き

る

こ

と

か

ら

、

納

税

通

知

書

等

の

電

子

的

送

付

の

実

現

後

、

早

期

に

実

現

す

る

と

し

た

。

な

お

、

納

税

通

知

書

等

の

電

子

的

送

付

は

、

令

和

９

年

４

月

か

ら

法

人

に

お

い

て

ス

タ

ー

ト

す

る

予

定

。

　

ま

た

、

８

年

度

に

予

定

さ

れ

て

い

る

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

次

期

更

改

に

当

た

っ

て

は

、

利

用

時

間

の

拡

大

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

と

他

シ

ス

テ

ム

と

の

Ｉ

Ｄ

連

携

・

統

合

や

シ

ン

グ

ル

サ

イ

ン

オ

ン

等

の

認

証

機

能

の

見

直

し

な

ど

と

い

っ

た

機

能

改

善

を

着

実

に

図

っ

て

い

く

べ

き

で

あ

る

と

し

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

国

税

庁

は

３

日

、

令

和

６

事

務

年

度

（

６

年

７

月

～

７

年

６

月

）

の

法

人

税

等

の

調

査

事

績

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

法

人

税

・

消

費

税

の

実

地

調

査

件

数

は

、

前

年

度

比

７

・

４

％

減

の

５

万

４

０

０

０

件

と

減

少

し

、

過

去

３

番

目

に

低

い

件

数

だ

っ

た

。

一

方

、

追

徴

税

額

は

、

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

の

活

用

に

よ

り

同

６

・

６

％

増

の

３

４

０

７

億

円

で

過

去

最

高

だ

っ

た

。

調

査

１

件

当

た

り

の

追

徴

税

額

は

、

同

�

・

４

％

増

の

６

３

４

万

２

０

０

０

円

と

直

近

�

年

で

２

番

目

の

高

水

準

と

な

っ

た

。

　

国

税

庁

は

、

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

結

果

と

調

査

官

の

知

見

を

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

に

よ

り

、

調

査

必

要

度

の

高

い

法

人

を

的

確

に

絞

り

込

み

、

効

率

的

で

制

度

の

高

い

調

査

を

行

っ

て

い

る

。

　

令

和

６

事

務

年

度

で

は

、

税

務

署

所

管

法

人

約

３

３

９

万

件

の

中

か

ら

調

査

事

案

を

選

定

す

る

に

当

た

り

、

Ａ

Ｉ

を

活

用

し

た

予

測

モ

デ

ル

が

、

調

査

必

要

度

の

高

い

法

人

を

抽

出

し

、

売

上

、

原

価

、

経

費

な

ど

の

想

定

さ

れ

る

不

正

パ

タ

ー

ン

を

判

定

す

る

こ

と

で

抽

出

さ

れ

た

法

人

は

、

約

７

社

に

１

社

の

約

�

万

件

に

上

っ

た

。

　

こ

の

抽

出

結

果

に

加

え

、

申

告

書

や

国

税

組

織

が

保

有

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

資

料

情

報

等

を

併

せ

て

分

析

・

検

討

し

た

後

、

調

査

官

が

調

査

実

施

の

要

否

を

最

終

的

に

判

断

し

、

最

終

的

に

約

５

万

３

０

０

０

件

を

調

査

事

案

と

し

て

決

定

し

た

。

　

こ

の

よ

う

な

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

の

リ

ス

ク

抽

出

・

不

正

パ

タ

ー

ン

の

判

定

を

有

効

活

用

し

た

事

例

に

は

、

法

人

税

・

消

費

税

の

追

徴

税

額

が

約

３

億

６

０

０

０

万

円

の

も

の

が

あ

っ

た

（

図

参

照

）

。

　

な

お

、

Ａ

Ｉ

を

活

用

し

た

予

測

モ

デ

ル

と

は

、

申

告

書

・

決

算

書

や

法

定

調

書

を

は

じ

め

、

収

集

し

た

資

料

情

報

や

調

査

事

績

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

蓄

積

デ

ー

タ

を

統

計

分

析

・

機

械

学

習

等

の

手

法

に

よ

り

分

析

す

る

も

の

で

、

生

成

Ａ

Ｉ

と

は

異

な

る

。

　

他

方

、

予

測

モ

デ

ル

に

よ

り

調

査

必

要

度

が

高

い

と

判

定

さ

れ

な

か

っ

た

法

人

に

つ

い

て

も

、

さ

ま

ざ

ま

な

資

料

情

報

等

の

分

析

・

検

討

結

果

を

踏

ま

え

、

実

地

調

査

を

実

施

し

て

い

る

。

　

税

務

署

所

管

法

人

で

、

予

測

モ

デ

ル

に

よ

り

必

要

度

が

高

い

と

判

定

さ

れ

た

法

人

と

、

判

定

さ

れ

な

か

っ

た

法

人

の

６

事

務

年

度

の

調

査

事

績

を

比

較

す

る

と

、

調

査

必

要

度

が

高

い

と

判

定

さ

れ

た

法

人

は

、

判

定

さ

れ

な

か

っ

た

法

人

を

大

き

く

上

回

っ

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

調

査

１

件

当

た

り

の

法

人

税

・

消

費

税

の

追

徴

税

額

を

見

る

と

、

高

い

と

判

定

さ

れ

た

法

人

は

５

４

１

万

１

０

０

０

円

で

、

判

定

さ

れ

な

か

っ

た

法

人

の

２

３

３

万

６

０

０

０

円

よ

り

２

倍

以

上

、

上

回

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

法

人

税

１

件

当

た

り

の

不

正

所

得

金

額

も

、

高

い

と

判

定

さ

れ

た

法

人

は

２

８

７

４

万

８

０

０

０

円

で

、

判

定

さ

れ

な

か

っ

た

法

人

の

１

３

６

７

万

８

０

０

０

円

よ

り

２

倍

以

上

、

上

回

っ

た

。

　

法

人

税

の

実

地

調

査

を

行

っ

た

５

万

４

０

０

０

件

の

う

ち

、

非

違

が

あ

っ

た

件

数

は

同

６

・

６

％

減

の

４

万

２

０

０

０

件

、

こ

の

う

ち

不

正

計

算

が

あ

っ

た

も

の

が

同

２

・

４

％

減

の

１

万

３

０

０

０

件

だ

っ

た

。

不

正

発

見

割

合

は

、

同

１

・

２

㌽

増

の

�

・

５

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

法

人

税

の

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

同

�

・

８

％

減

の

８

１

９

８

億

円

、

こ

の

う

ち

不

正

所

得

金

額

は

同

７

・

４

％

増

の

２

９

８

０

億

円

で

、

追

徴

税

額

は

同

４

・

０

％

増

の

２

１

８

７

億

円

と

増

加

し

た

。

　

実

調

率

は

、

同

０

・

１

㌽

減

の

１

・

６

％

で

、

所

管

別

に

見

る

と

税

務

署

所

管

法

人

が

同

０

・

１

㌽

減

の

１

・

６

％

、

調

査

課

所

管

法

人

が

前

年

度

と

同

じ

４

・

３

％

だ

っ

た

。

　

調

査

１

件

当

た

り

に

要

し

た

日

数

は

�

・

１

日

で

、

所

管

別

に

見

る

と

税

務

署

所

管

法

人

が

�

・

４

日

、

調

査

課

所

管

法

人

は

１

０

０

・

８

日

と

な

っ

て

い

る

。

　

申

告

内

容

に

誤

り

等

が

想

定

さ

れ

る

法

人

等

に

対

し

て

、

自

発

的

な

申

告

内

容

の

見

直

し

要

請

な

ど

の

簡

易

な

接

触

を

実

施

し

た

法

人

の

件

数

は

、

同

�

・

４

％

増

の

８

万

５

０

０

０

件

（

こ

の

う

ち

５

１

０

０

件

は

調

査

課

所

管

法

人

）

で

、

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

５

６

５

億

円

で

、

追

徴

税

額

は

２

６

５

億

円

だ

っ

た

。

な

お

、

簡

易

な

接

触

の

各

項

目

は

、

今

回

か

ら

調

査

課

所

管

法

人

分

が

含

ま

れ

た

数

字

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

申

告

漏

れ

所

得

金

額

、

追

徴

税

額

に

つ

い

て

は

、

６

事

務

年

度

か

ら

、

こ

れ

ま

で

集

計

で

き

な

か

っ

た

件

数

も

含

ま

れ

、

精

緻

化

し

た

集

計

方

法

に

変

更

し

た

た

め

、

前

年

度

比

は

な

い

。

　

同

庁

は

、

引

き

続

き

Ａ

Ｉ

を

活

用

し

た

予

測

モ

デ

ル

に

よ

り

、

不

正

が

見

込

ま

れ

る

な

ど

調

査

必

要

度

の

高

い

対

象

を

絞

り

込

ん

で

行

う

実

地

調

査

と

、

申

告

内

容

に

誤

り

等

が

想

定

さ

れ

る

法

人

へ

自

発

的

な

見

直

し

を

要

請

す

る

簡

易

な

接

触

を

組

み

合

わ

せ

、

効

果

的

・

効

率

的

な

調

査

を

行

っ

て

い

く

方

針

だ

。

　

ま

た

、

同

庁

で

は

、

従

来

に

引

き

続

き

「

消

費

税

還

付

申

告

法

人

」

「

海

外

取

引

法

人

」

「

無

申

告

法

人

」

に

対

し

て

積

極

的

な

調

査

を

実

施

し

た

。

　

調

査

事

例

は

次

の

通

り

（

電

子

版

に

、

一

部

の

国

税

局

の

調

査

事

例

を

掲

載

予

定

で

す

）

。

【

消

費

税

不

正

還

付

事

案

（

東

京

国

税

局

管

内

）

】

　

調

査

法

人

は

、

電

子

教

材

を

保

存

し

た

Ｕ

Ｓ

Ｂ

を

Ｘ

国

に

輸

出

（

免

税

）

し

た

と

し

て

、

多

額

の

消

費

税

還

付

申

告

書

を

提

出

し

て

い

た

。

　

還

付

審

査

に

お

い

て

不

審

な

点

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

還

付

金

の

支

払

い

を

保

留

し

、

実

地

調

査

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

代

表

者

が

商

品

に

関

す

る

知

識

や

ノ

ウ

ハ

ウ

を

持

ち

合

わ

せ

て

い

な

い

こ

と

、

輸

出

先

法

人

に

事

業

実

態

が

な

い

こ

と

、

実

際

に

は

仕

入

代

金

及

び

売

上

代

金

の

決

済

が

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

な

ど

を

把

握

し

た

。

こ

れ

ら

の

事

実

を

踏

ま

え

て

、

代

表

者

に

説

明

を

求

め

た

結

果

、

架

空

の

課

税

仕

入

れ

及

び

架

空

の

免

税

売

上

げ

を

計

上

す

る

こ

と

に

よ

り

不

正

に

消

費

税

還

付

金

を

受

け

取

ろ

う

と

し

て

い

た

事

実

を

把

握

し

た

。

　

消

費

税

（

３

年

）

の

加

算

税

を

含

む

追

徴

税

額

は

約

３

億

８

０

０

０

万

円

だ

っ

た

（

重

加

算

税

有

り

）

。

【

Ｃ

Ｒ

Ｓ

事

案

（

大

阪

国

税

局

管

内

）

】

　

調

査

法

人

は

衣

料

品

卸

売

業

を

営

む

法

人

で

あ

り

、

Ｘ

国

（

軽

課

税

国

）

か

ら

の

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

に

よ

り

、

調

査

法

人

と

同

一

住

所

地

で

開

設

さ

れ

た

Ｘ

国

法

人

の

名

義

の

預

金

口

座

が

あ

る

こ

と

が

事

前

に

把

握

さ

れ

て

い

た

。

　

実

地

調

査

に

お

い

て

、

調

査

法

人

と

Ｘ

国

法

人

と

の

取

引

を

確

認

し

た

と

こ

ろ

、

商

品

は

Ｙ

国

の

仕

入

先

か

ら

調

査

法

人

に

直

接

送

付

さ

れ

て

い

る

こ

と

、

Ｘ

国

法

人

の

名

義

の

預

金

口

座

の

管

理

及

び

調

査

法

人

と

Ｘ

国

法

人

と

の

取

引

に

係

る

イ

ン

ボ

イ

ス

の

送

付

を

調

査

法

人

の

代

表

者

が

自

身

の

ス

マ

ホ

で

行

っ

て

い

る

事

実

を

把

握

し

た

。

こ

れ

ら

の

事

実

に

つ

い

て

調

査

法

人

の

代

表

者

に

説

明

を

求

め

た

結

果

、

調

査

法

人

が

行

う

Ｙ

国

か

ら

の

仕

入

れ

に

お

い

て

は

、

事

業

実

態

の

な

い

Ｘ

国

法

人

を

介

在

さ

せ

て

仕

入

単

価

を

水

増

し

し

て

お

り

、

こ

れ

に

よ

り

調

査

法

人

の

利

益

を

圧

縮

し

て

Ｘ

国

法

人

名

義

の

預

金

口

座

に

金

銭

を

プ

ー

ル

し

て

い

た

事

実

を

認

め

た

。

　

法

人

税

（

５

年

）

の

海

外

取

引

等

に

係

る

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

約

４

億

９

０

０

０

万

円

で

、

加

算

税

を

含

む

追

徴

税

額

は

約

１

億

４

０

０

０

万

円

だ

っ

た

（

重

加

算

税

有

り

）

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　所得税法や法人税法などを総称とし

て租税法といいます。租税法は、種々

の経済取引を課税の対象とし、私法上

の取引が前提となります。重要なこと

は、租税法の規定が直接的に私法上の

取引事実に当てはまるような事例は限

られていて、通常はまず私法上の法律

構成を経て租税法が適用されるという

ことです。その際、一定の法律効果が

発生（権利の発生など）する要件に該

当する具体的事実を「要件事実」とい

い、この発生要件を「法律要件」とい

います。

　ある費用が必要経費に当たるのか否

かを判定する際も、同様のプロセスを

経ることになります。例えば、個人事

業者が、取引先と打合せをするため、

ファミレスで飲食をし、その代金を支

払ったとしましょう。これが「①経済取引の発生」です。次に、

取引先との打合せと飲食をして代金を支払ったというのが「②

要件事実の認定」となり、そのうち飲食代の支払というのが「③

私法上の法律構成」となります。支払をしたのが個人事業者と

いうことですから、「④租税法の選択」は所得税法です。そし

て、飲食代が、事業所得の必要経費であるかどうかの判定を要

するので、「⑤租税法の解釈」は、所得税法第�条第１項の解

釈となります。最後に、その飲食代は、取引先との打合せのた

めに支払ったというのですから、債務の確定は認められますが、

売上原価などの収入対応費用ではないことが分かります。そう

すると、期間対応費用として、業務関連性、直接必要性、業務

遂行性及び通常客観性が認められれば、同項が適用されるとい

うことになります。これが「⑥租税法の適用」です。

　ところで、上記の事実関係は、当事者だけが知り得る情報に

基づくものです。後日、税務署から確認を求められた際、それ

を証明するにはどのようにすればよいのでしょう。ファミレス

のレシートには、飲食をした日をはじめ、人数、注文したメニ

ュー、それらの金額が記載されています。このレシートで明ら

かなことは、債務の確定があることと、この費用が売上原価な

どの収入対応費用ではないということだけで、業務上の費用（取

引先との打合せ）であったのかどうかまでは分かりません。つ

まり、当レシートだけでは、必要経費であることを立証できな

いということです。そのため、業務に必要な飲食であったこと

を示すような記録を別に残すこと（証拠の保存）が必要と考え

ます。

　

筆

者

は

、

税

理

士

登

録

を

し

て

ち

ょ

う

ど

�

年

に

な

る

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

れ

以

前

に

お

い

て

も

、

国

税

庁

時

代

は

税

理

士

と

対

峙

し

て

き

て

お

り

、

大

学

時

代

は

税

理

士

会

の

役

員

や

研

修

で

大

変

お

世

話

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

税

理

士

登

録

を

し

、

税

理

士

法

人

の

代

表

社

員

と

な

っ

て

�

名

の

職

員

を

統

率

し

、

日

々

、

税

理

士

業

務

に

明

け

暮

れ

て

み

る

と

、

「

税

理

士

制

度

」

に

つ

い

て

、

種

々

考

え

さ

せ

ら

れ

る

こ

と

が

多

か

っ

た

。

以

下

、

そ

の

経

験

を

踏

ま

え

、

税

理

士

制

度

の

問

題

点

を

い

く

つ

か

指

摘

す

る

こ

と

と

す

る

。

　

ま

ず

、

「

税

理

士

の

使

命

」

に

つ

い

て

、

税

理

士

法

１

条

は

、

「

税

理

士

は

、

税

務

に

関

す

る

専

門

家

と

し

て

、

独

立

し

た

公

正

な

立

場

に

お

い

て

、

申

告

納

税

制

度

の

理

念

に

そ

つ

て

、

納

税

義

務

者

の

信

頼

に

こ

た

え

、

租

税

に

関

す

る

法

令

に

規

定

さ

れ

た

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

を

図

る

こ

と

を

使

命

と

す

る

。

」

と

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

規

定

を

一

読

す

る

と

、

税

理

士

と

し

て

の

崇

高

な

理

念

が

謳

わ

れ

て

お

り

、

税

理

士

の

社

会

的

地

位

の

高

さ

が

保

障

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

税

務

調

査

の

現

場

で

は

、

税

法

の

解

釈

・

事

実

認

定

を

め

ぐ

っ

て

、

納

税

者

と

調

査

官

と

ま

ま

対

立

す

る

こ

と

に

な

る

（

こ

れ

は

、

租

税

法

の

解

釈

等

に

は

幅

が

あ

る

た

め

、

必

然

な

こ

と

で

も

あ

る

）

。

そ

し

て

、

こ

の

場

合

、

昭

和

�

年

ま

で

の

税

理

士

法

が

「

中

正

な

立

場

に

お

い

て

」

と

定

め

て

い

た

こ

と

も

あ

っ

て

、

調

査

官

か

ら

、

「

税

理

士

は

中

立

な

立

場

で

仕

事

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

、

納

税

者

の

味

方

を

し

て

は

い

け

な

い

」

と

釘

を

さ

さ

れ

た

ら

、

税

理

士

は

ど

う

対

処

す

べ

き

か

、

と

い

う

問

題

が

生

じ

る

（

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

、

何

度

か

聞

か

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

）

。

　

こ

の

場

合

、

そ

の

税

理

士

が

中

立

な

立

場

を

貫

き

、

納

税

者

の

見

解

を

代

弁

し

な

け

れ

ば

、

税

理

士

法

一

条

が

次

に

言

う

「

納

税

者

の

信

頼

に

こ

た

え

」

と

い

う

信

頼

関

係

は

す

ぐ

に

崩

壊

し

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

そ

う

す

る

と

、

裁

判

官

で

も

な

い

税

理

士

に

と

っ

て

は

、

税

務

調

査

等

の

現

場

で

は

、

「

独

立

し

た

公

正

な

立

場

」

を

貫

く

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

　

も

っ

と

も

、

昭

和

�

年

の

税

理

士

法

改

正

の

立

法

趣

旨

に

つ

い

て

、

立

法

担

当

者

は

、

「

そ

の

独

立

性

と

い

う

も

の

は

、

依

頼

者

の

関

係

に

お

い

て

単

な

る

民

法

上

の

依

頼

以

上

に

、

適

正

な

納

税

義

務

と

い

う

観

点

か

ら

の

や

は

り

判

断

を

要

す

る

。

そ

れ

は

、

税

務

の

専

門

家

と

い

う

立

場

か

ら

行

わ

れ

る

場

合

が

ご

ざ

い

ま

す

し

、

さ

ら

に

全

人

格

的

な

判

断

を

要

す

る

独

立

の

概

念

、

そ

れ

か

ら

ま

た

対

税

務

官

署

の

関

係

に

お

き

ま

し

て

も

、

こ

れ

は

ま

た

税

務

官

署

に

対

し

て

対

等

な

立

場

で

主

張

す

べ

き

も

の

は

主

張

す

る

と

い

う

独

立

の

概

念

」

で

あ

る

旨

説

明

し

て

い

る

の

で

、

納

税

者

の

味

方

を

し

て

は

い

け

な

い

、

と

い

う

こ

と

で

も

な

さ

そ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

に

、

解

り

難

い

「

独

立

し

た

公

正

な

立

場

」

な

る

用

語

は

不

用

で

あ

る

と

も

考

え

ら

れ

る

。

　

次

に

、

「

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

」

と

は

、

何

か

で

あ

る

。

こ

の

規

定

の

趣

旨

に

つ

き

、

立

法

担

当

者

は

、

「

過

大

で

も

過

少

で

も

な

く

納

税

す

る

こ

と

を

意

味

す

る

」

と

説

く

。

こ

の

説

明

も

、

い

さ

さ

か

理

解

に

苦

し

む

と

こ

ろ

が

あ

る

。

け

だ

し

、

そ

の

前

提

に

「

公

正

な

立

場

」

が

な

け

れ

ば

、

納

税

者

の

視

点

に

立

っ

て

、

「

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

を

図

る

」

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

理

解

は

で

き

る

。

　

し

か

し

、

税

法

の

解

釈

・

適

用

に

は

、

相

当

の

幅

が

あ

る

か

ら

、

「

過

大

で

も

過

少

で

も

な

く

納

税

す

る

」

と

い

う

こ

と

は

、

絵

空

事

の

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

け

だ

し

、

税

法

の

解

釈

・

適

用

に

つ

い

て

、

税

務

官

庁

と

納

税

者

の

見

解

が

対

立

し

て

訴

訟

に

な

っ

た

場

合

に

、

裁

判

官

で

す

ら

そ

の

判

断

を

間

違

う

こ

と

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

（

だ

か

ら

こ

そ

、

裁

判

に

お

い

て

は

、

三

審

制

が

と

ら

れ

て

い

る

は

ず

で

あ

る

）

。

　

さ

ら

に

、

「

申

告

納

税

制

度

の

理

念

に

そ

つ

て

」

と

説

く

が

、

本

稿

の

第

�

回

で

述

べ

た

よ

う

に

、

国

税

通

則

法

�

条

が

定

め

る

「

申

告

納

税

方

式

」

は

、

税

額

の

確

定

手

続

を

定

め

た

も

の

で

あ

る

し

、

そ

れ

を

導

入

し

た

こ

と

も

、

租

税

収

入

の

確

保

が

優

先

さ

れ

、

何

ら

か

の

理

念

に

基

づ

い

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

と

も

あ

れ

、

筆

者

の

税

理

士

業

務

の

経

験

か

ら

す

れ

ば

、

税

理

士

法

１

条

は

、

「

税

理

士

は

、

税

務

に

関

す

る

専

門

家

と

し

て

、

納

税

義

務

者

の

信

頼

に

こ

た

え

、

租

税

に

関

す

る

法

令

に

規

定

さ

れ

た

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

を

図

る

こ

と

を

使

命

と

す

る

。

」

と

規

定

す

れ

ば

足

り

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

「

使

命

」

の

何

た

る

か

は

、

後

述

す

る

税

理

士

の

業

務

等

に

も

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

に

な

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

非

上

場

株

式

（

取

引

相

場

の

な

い

株

式

）

の

評

価

の

う

ち

、

同

族

株

主

の

判

定

に

重

点

を

置

き

、

さ

ら

に

種

類

株

式

の

評

価

及

び

相

互

持

合

株

式

の

計

算

な

ど

も

含

め

た

計

算

例

や

記

載

例

、

Ｑ

＆

Ａ

等

を

多

数

掲

載

。

　

令

和

８

年

版

で

は

新

た

に

総

則

６

項

関

連

の

判

例

・

裁

決

等

を

収

録

し

、

非

上

場

株

式

に

係

る

評

価

の

仕

方

か

ら

評

価

明

細

書

並

び

に

別

表

の

書

き

方

ま

で

を

詳

解

。

　

記

載

例

に

は

、

「

相

続

税

の

申

告

書

の

提

出

期

限

ま

で

に

被

相

続

人

の

株

式

が

共

同

相

続

人

及

び

包

括

受

遺

者

の

間

に

お

い

て

分

割

さ

れ

て

い

な

い

場

合

」

「

評

価

会

社

が

種

類

株

式

を

発

行

し

て

い

る

場

合

」

「

類

似

業

種

比

準

価

額

の

算

定

に

つ

い

て

―

１

株

当

た

り

の

年

配

当

金

額

」

「

法

人

税

額

等

相

当

額

の

控

除

が

認

め

ら

れ

な

い

ケ

ー

ス

（

評

価

会

社

が

非

上

場

株

式

を

所

有

し

て

い

た

場

合

）

」

「

現

物

出

資

等

の

時

点

の

相

続

税

評

価

額

＞

課

税

時

期

の

相

続

税

評

価

額

」

「

社

債

類

似

株

式

を

発

行

し

て

い

る

会

社

の

普

通

株

式

を

配

当

還

元

方

式

に

よ

り

評

価

す

る

場

合

の

計

算

及

び

記

載

例

」

な

ど

を

収

録

。

　

平

成

�

年

刊

行

か

ら

�

年

以

上

読

ま

れ

て

い

る

非

上

場

株

式

評

価

の

信

頼

の

一

冊

。

　

Ｂ

５

判

、

７

７

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

９

５

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

新

型

コ

ロ

ナ

の

影

響

で

、

税

理

士

と

の

連

絡

が

取

れ

な

い

こ

と

な

ど

を

理

由

に

申

告

等

の

期

限

延

長

を

主

張

し

た

も

の

の

却

下

さ

れ

、

青

色

取

消

処

分

も

不

服

と

し

て

取

消

し

を

求

め

た

が

、

違

法

又

は

不

当

な

処

分

に

当

た

ら

な

い

と

し

て

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

事

例

。

　

請

求

人

が

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

に

よ

り

、

法

人

税

及

び

地

方

法

人

税

並

び

に

消

費

税

等

の

申

告

を

そ

の

期

限

ま

で

に

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

と

し

て

、

災

害

に

よ

る

申

告

等

の

期

限

延

長

申

請

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

当

該

申

請

の

却

下

処

分

を

し

、

ま

た

、

法

人

税

の

確

定

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

に

よ

り

、

原

処

分

庁

が

請

求

人

の

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

処

分

を

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

ホ

テ

ル

の

経

営

等

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

り

、

昭

和

�

年

９

月

�

日

か

ら

�

年

７

月

�

日

ま

で

の

事

業

年

度

以

後

の

事

業

年

度

の

法

人

税

に

つ

い

て

、

青

色

申

告

の

承

認

を

受

け

て

い

た

。

請

求

人

は

、

令

和

３

年

６

月

１

日

か

ら

４

年

５

月

�

日

ま

で

の

事

業

年

度

（

４

年

５

月

期

）

の

法

人

税

等

に

つ

い

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

、

各

確

定

申

告

書

（

本

件

各

確

定

申

告

書

１

）

を

提

出

し

な

か

っ

た

。

請

求

人

は

、

５

年

５

月

期

の

法

人

税

等

に

つ

い

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

、

各

確

定

申

告

書

（

本

件

各

確

定

申

告

書

２

）

を

提

出

し

な

か

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

５

年

７

月

�

日

、

本

件

各

確

定

申

告

書

１

を

提

出

す

る

と

と

も

に

、

そ

の

申

告

お

よ

び

納

付

の

期

限

を

い

ず

れ

も

同

日

に

延

長

し

た

い

旨

記

載

し

た

「

災

害

に

よ

る

申

告

、

納

付

等

の

期

限

延

長

申

請

書

」

を

提

出

し

た

（

本

件

延

長

申

請

１

）

。

　

当

局

は

、

本

件

延

長

申

請

１

の

理

由

と

さ

れ

た

事

情

は

通

則

法

第

�

条

に

規

定

す

る

「

災

害

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

」

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

請

求

人

に

対

し

、

５

年

�

月

５

日

付

で

、

本

件

延

長

申

請

１

の

却

下

処

分

（

本

件

却

下

処

分

）

を

し

た

。

　

当

局

は

、

５

年

５

月

期

の

法

人

税

の

確

定

申

告

書

が

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

さ

れ

な

か

っ

た

こ

と

は

、

法

人

税

法

第

１

２

７

条

第

１

項

第

４

号

に

掲

げ

る

事

実

に

該

当

す

る

と

し

て

、

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

請

求

人

に

対

し

、

５

年

�

月

�

日

付

で

、

５

年

５

月

期

以

後

の

法

人

税

の

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

処

分

（

本

件

青

色

取

消

処

分

）

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

６

年

２

月

�

日

、

本

件

各

確

定

申

告

書

２

を

提

出

す

る

と

と

も

に

、

そ

の

申

告

お

よ

び

納

付

の

期

限

を

い

ず

れ

も

同

日

に

延

長

し

た

い

旨

記

載

し

た

「

災

害

に

よ

る

申

告

、

納

付

等

の

期

限

延

長

申

請

書

」

を

提

出

し

た

（

本

件

延

長

申

請

２

、

本

件

延

長

申

請

１

と

併

せ

て

本

件

延

長

申

請

）

。

　

当

局

は

、

本

件

延

長

申

請

２

の

理

由

と

さ

れ

た

事

情

は

通

則

法

第

�

条

に

規

定

す

る

「

災

害

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

」

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

請

求

人

に

対

し

、

６

年

４

月

�

日

付

で

、

本

件

延

長

申

請

２

の

却

下

処

分

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

６

年

３

月

６

日

、

本

件

却

下

処

分

お

よ

び

本

件

青

色

取

消

処

分

を

不

服

と

し

て

、

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

本

件

各

確

定

申

告

書

１

を

提

出

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

通

則

法

第

�

条

に

規

定

す

る

「

災

害

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

」

が

あ

る

か

否

か

。

ま

た

、

本

件

青

色

取

消

処

分

は

違

法

な

処

分

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

①

緊

急

事

態

宣

言

に

よ

り

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

の

た

め

の

公

的

要

請

に

従

い

、

そ

の

後

、

決

算

業

務

を

委

託

し

て

い

る

法

人

の

従

業

員

が

時

期

を

異

に

し

て

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

に

罹

患

し

た

こ

と

、

②

顧

問

税

理

士

と

の

や

り

取

り

が

、

資

料

の

郵

送

及

び

電

話

で

の

対

応

に

限

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

、

③

急

逝

し

た

顧

問

税

理

士

の

後

任

と

な

る

税

理

士

の

選

任

が

困

難

で

あ

っ

た

こ

と

の

理

由

に

よ

り

、

請

求

人

の

決

算

業

務

が

大

き

く

遅

滞

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

確

定

申

告

書

を

提

出

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

国

税

通

則

法

に

規

定

す

る

「

災

害

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

」

が

あ

る

。

ま

た

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

影

響

を

理

由

と

し

た

申

告

等

の

期

限

延

長

申

請

が

認

め

ら

れ

た

場

合

に

は

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

確

定

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

に

は

な

ら

な

い

。

原

処

分

庁

に

よ

る

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

処

分

は

違

法

な

処

分

で

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

が

主

張

す

る

事

情

が

、

決

算

業

務

に

遅

延

を

生

じ

さ

せ

た

か

、

ま

た

、

請

求

人

の

申

告

業

務

に

い

か

な

る

影

響

を

与

え

た

の

か

は

明

ら

か

で

な

い

上

、

請

求

人

の

申

告

の

行

為

が

物

理

的

に

不

可

能

で

あ

る

と

さ

れ

る

よ

う

な

も

の

で

あ

る

と

は

言

い

難

く

、

む

し

ろ

、

右

記

の

事

情

は

、

請

求

人

に

お

け

る

業

務

体

制

の

構

築

の

不

備

と

い

っ

た

、

請

求

人

の

責

め

に

帰

す

べ

き

事

由

に

よ

る

主

観

的

な

理

由

に

す

ぎ

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

本

件

各

確

定

申

告

書

１

を

提

出

で

き

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

通

則

法

第

�

条

に

規

定

す

る

「

災

害

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

」

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

、

４

年

５

月

期

お

よ

び

５

年

５

月

期

の

法

人

税

の

各

確

定

申

告

書

を

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

て

お

ら

ず

、

こ

の

こ

と

は

、

法

人

税

法

第

１

２

７

条

第

１

項

第

４

号

の

「

確

定

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

」

に

該

当

す

る

。

そ

う

す

る

と

、

本

件

青

色

取

消

処

分

は

、

法

人

税

法

第

１

２

７

条

第

１

項

第

４

号

の

規

定

に

基

づ

き

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

ほ

か

に

裁

量

権

の

範

囲

の

逸

脱

ま

た

は

濫

用

、

法

や

制

度

の

趣

旨

お

よ

び

目

的

に

照

ら

し

て

不

合

理

な

判

断

が

さ

れ

た

と

い

う

事

実

は

認

め

ら

れ

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

本

件

青

色

取

消

処

分

は

、

違

法

又

は

不

当

な

処

分

に

当

た

ら

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



棄却・不受理

までの期間　

　（か月）　

件数

（件）

０～３ ５

４～６ �

７～９ �

�～� �

�～� ４

�～� ２

�～� ２

�～� ０

合計 ２０８

　

今

回

は

、

最

高

裁

に

上

告

・

上

告

受

理

申

立

て

を

し

て

判

決

ま

で

に

至

っ

た

事

件

の

審

理

期

間

と

そ

れ

以

外

の

事

件

の

棄

却

・

不

受

理

ま

で

の

期

間

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

判

決

が

あ

る

場

合

の

期

間

）

　

国

税

庁

に

開

示

請

求

し

て

入

手

し

た

「

課

税

関

係

訴

訟

事

件

一

覧

表

」

か

ら

、

上

告

審

で

判

決

が

あ

っ

た

事

件

を

確

認

し

た

と

こ

ろ

�

件

あ

り

、

そ

れ

ら

の

事

件

の

上

訴

か

ら

判

決

ま

で

の

期

間

を

計

算

し

た

と

こ

ろ

、

平

均

は

６

１

８

日

（

１

年

８

か

月

強

）

と

い

う

結

果

で

し

た

。

そ

の

内

訳

は

、

最

一

小

判

平

成

�

年

�

月

８

日

（

６

０

３

日

）

、

最

三

小

判

令

和

２

年

３

月

�

日

（

６

０

１

日

）

、

最

一

小

判

令

和

２

年

７

月

２

日

（

６

０

８

日

）

、

最

一

小

判

令

和

３

年

３

月

�

日

（

６

３

９

日

）

、

最

一

小

判

令

和

３

年

６

月

�

日

（

８

５

８

日

）

、

最

三

小

判

令

和

４

年

４

月

�

日

（

６

５

７

日

）

、

最

一

小

判

令

和

４

年

４

月

�

日

（

６

５

３

日

）

、

最

一

小

判

令

和

５

年

３

月

６

日

（

５

７

１

日

）

、

最

一

小

判

令

和

５

年

３

月

６

日

（

６

６

９

日

）

、

最

二

小

判

令

和

５

年

�

月

６

日

（

５

９

２

日

）

、

最

三

小

判

令

和

６

年

５

月

７

日

（

３

０

１

日

）

、

最

一

小

判

令

和

６

年

７

月

�

日

（

６

５

９

日

）

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　

口

頭

弁

論

が

開

か

れ

る

場

合

、

最

高

裁

の

Ｈ

Ｐ

の

「

開

廷

期

日

情

報

」

に

約

２

か

月

前

に

掲

載

さ

れ

る

こ

と

が

多

く

、

口

頭

弁

論

か

ら

判

決

ま

で

の

期

間

も

１

・

５

～

２

か

月

あ

る

こ

と

を

考

慮

と

す

る

と

、

最

高

裁

で

口

頭

弁

論

が

あ

っ

て

判

決

に

至

る

事

件

は

、

平

均

的

に

見

る

と

１

年

４

か

月

ほ

ど

前

に

最

高

裁

か

ら

何

ら

か

の

ア

ク

シ

ョ

ン

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

　

最

高

裁

に

上

訴

し

た

事

件

自

体

は

２

２

０

件

確

認

で

き

た

の

で

、

最

高

裁

に

上

訴

し

た

事

件

の

中

で

判

決

に

ま

で

至

っ

た

事

件

の

割

合

は

５

・

�

％

で

し

た

。

最

二

小

判

平

成

�

年

�

月

�

日

の

上

訴

日

が

確

認

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

こ

れ

を

加

味

す

る

と

判

決

に

至

っ

た

事

件

の

割

合

は

５

・

�

％

に

な

り

ま

す

。

（

判

決

が

な

い

場

合

の

期

間

）

　

「

課

税

関

係

訴

訟

事

件

一

覧

表

」

か

ら

、

上

告

審

で

判

決

が

な

か

っ

た

事

件

（

却

下

・

棄

却

・

不

受

理

）

を

確

認

し

た

と

こ

ろ

、

表

の

と

お

り

２

０

８

件

確

認

で

き

、

そ

の

期

間

の

平

均

は

２

０

５

日

（

約

７

か

月

）

と

い

う

結

果

で

し

た

。

こ

の

「

７

か

月

」

と

い

う

の

が

、

最

高

裁

に

取

り

上

げ

ら

れ

る

か

ど

う

か

の

第

一

関

門

の

よ

う

に

見

え

ま

す

。

ま

た

、

判

決

が

な

か

っ

た

事

件

で

棄

却

・

不

受

理

ま

で

の

期

間

が

最

も

長

い

も

の

は

５

８

５

日

（

１

年

７

か

月

強

）

で

し

た

。

　

令

和

７

年

�

月

１

日

現

在

の

「

課

税

関

係

訴

訟

事

件

一

覧

表

」

に

よ

る

と

、

最

高

裁

に

上

訴

さ

れ

て

い

る

事

件

は

�

件

（

�

件

は

納

税

者

側

、

２

件

は

国

側

が

上

訴

）

確

認

で

き

ま

し

た

。

こ

の

う

ち

、

最

も

日

数

が

経

過

し

て

い

る

事

件

は

、

居

住

者

が

ス

イ

ス

の

プ

ラ

イ

ベ

ー

ト

・

バ

ン

ク

と

投

資

一

任

契

約

を

締

結

し

、

そ

の

資

産

運

用

と

し

て

行

っ

た

取

引

に

つ

い

て

、

取

引

の

都

度

為

替

差

損

益

を

所

得

と

し

て

認

識

す

る

か

等

が

争

点

と

な

っ

た

事

件

（

東

京

高

判

令

和

５

年

５

月

�

日

）

で

、

上

訴

日

か

ら

８

３

８

日

（

約

２

年

４

か

月

）

経

過

し

て

い

る

状

況

で

す

。

最

高

裁

の

判

断

次

第

で

は

、

外

貨

建

取

引

の

実

務

が

変

わ

る

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

　ふるさと納税は地域の特色が豊かで、魅力のある返

礼品を多く取りそろえられる地方の自治体が多くの寄

附を集める一方、都内など都市部の自治体は税源の流

出が深刻な問題となっている。とはいえ、都市部の自

治体の中にも個性的な返礼品を用意して多額の寄附を

集め、税収減を補っている自治体がいくつかある。そ

の代表格が名古屋市だ。

　名古屋市は令和６年中の寄附に伴う７年度課税での

住民税控除額で、横浜市に次いで全国２位となる約１９８

億円の税控除（税源流出）となった。他方、名古屋市

は６年度の寄附の受入れで全国７位となる約１３８億円

を集めており、トータルでの収支はマイナスとはなる

ものの、税源流出によるダメージの緩和に成功してい

る。

　その名古屋市の返礼品の中で、各種ふるさと納税サ

イトのランキングで好評なのが、同市内に本社を置く

有名ブランドの健康・美容家電。人気のシャワーヘッ

ドやヘアドライヤー、マッサージ器などがそろう。ひ

つまぶし、味噌煮込みうどん、手羽先の唐揚げといっ

た、いわゆる「なごやめし」も数多くラインナップさ

れている。

　また、６年度の寄附受入れでは、京都市も約１１５億

円で全国�位につけた。京都市のふるさと納税に伴う

７年度課税での住民税控除額は約�億円となっている

ことから、税控除を上回る寄附を集めたことになる。

　京都市の返礼品の中で、人気が高いのは和菓子など

のスイーツのほか、今の時期だと老舗料亭監修のおせ

ちなど。観光地として名高いことから、同市内で使え

る旅行クーポンやホテル宿泊ギフトを求める人も多い

ようだ。

　ふるさと納税に対しては、主に都市部の自治体から、

受益と負担の関係から地方税の原則をゆがめている、

返礼品競争の結果、ふるさとを応援するという寄附本

来の趣旨が損なわれている、高所得者ほど多額の返礼

品を受け取れ、公平性の観点から問題があるといった

指摘がある。これら指摘に納得できる部分は多い。た

だ、実際のところ、都市部の自治体にとってこれ以上

の税源流出は死活問題となるだけに、名古屋市のよう

に制度自体には批判的ながらも寄附金集めに本腰を入

れる自治体が今後増えていくものとみられる。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　札幌北法人会（加藤欽也会長）と札幌

北税務署（田中靖署長）は�月�日、キ

ャッシュレス納付の一層の普及と事業者

のデジタル化を積極的に推進するため、

共同で「源泉所得税のダイレクト納付利

用１００％宣言」を行った＝写真。

　国税庁は、納税者の利便性向上や社会

全体のコスト削減のため、ｅ―Ｔａｘを

利用したダイレクト納付などキャッシュ

レス納付の利用拡大に取り組んでいる

が、令和６年度の北海道内の利用率は、

全国平均を下回っていることから、共同

による宣言を実施。

　同日、同署内で調印式が行われ、加藤

会長と田中署長が宣言書に署名した。

　加藤会長は、「源泉ダイレクト納付は

会員企業にとっても事務の効率化が期待

できる。この共同宣言を契機に、全道で

の源泉ダイレクト納付利用の機運を高め

ていきたい」と述べ、田中署長は、「法

人会と税務署が共通した認識のもと、源

泉ダイレクト納付利用の一層の普及拡大

を図っていきたい」と宣言した。

　

福

岡

国

税

局

は

�

月

�

日

、

福

岡

市

博

多

区

の

福

岡

合

同

庁

舎

で

令

和

７

年

酒

類

鑑

評

会

表

彰

式

を

開

催

し

＝

写

真

、

最

高

賞

の

大

賞

に

選

ば

れ

た

製

造

場

お

よ

び

杜

氏

に

対

し

、

小

澤

研

也

局

長

が

賞

状

と

ト

ロ

フ

ィ

ー

を

授

与

し

た

。

　

今

回

、

吟

醸

酒

の

部

に

は

北

部

九

州

３

県

内

の

�

場

か

ら

�

点

の

出

品

が

あ

っ

た

。

内

訳

は

吟

醸

酒

が

�

点

（

�

場

）

、

純

米

吟

醸

酒

が

�

点

（

�

場

）

、

う

ち

大

賞

に

は

富

久

千

代

酒

造

（

佐

賀

・

鹿

島

市

）

の

「

鍋

島

純

米

大

吟

醸

　

�

％

山

田

錦

」

が

選

ば

れ

、

�

場

が

金

賞

に

入

賞

し

た

。

　

純

米

酒

の

部

に

は

�

場

か

ら

�

点

が

出

品

さ

れ

、

今

里

酒

造

（

長

崎

・

波

佐

見

町

）

の

「

六

十

餘

洲

　

特

別

純

米

酒

」

が

大

賞

を

受

賞

し

、

�

場

が

金

賞

に

入

賞

。

　

本

格

焼

酎

の

部

は

麦

製

や

米

製

、

そ

の

他

製

（

酒

粕

、

か

ん

し

ょ

等

）

、

長

期

貯

蔵

酒

の

原

料

別

に

�

場

か

ら

�

点

が

出

品

さ

れ

、

大

賞

に

は

ニ

ッ

カ

ウ

ヰ

ス

キ

ー

門

司

工

場

（

福

岡

・

北

九

州

市

）

の

「

米

　

か

の

か

　

原

酒

」

、

金

賞

に

�

場

が

選

ば

れ

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

板

橋

青

色

申

告

会

（

大

戸

孝

宏

会

長

）

は

�

月

�

日

と

�

日

の

両

日

、

板

橋

税

務

署

（

監

物

久

美

子

署

長

）

が

主

催

す

る

区

民

向

け

「

記

帳

説

明

会

」

に

協

力

し

、

個

人

事

業

者

や

新

規

開

業

者

を

対

象

と

し

た

説

明

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

同

署

個

人

課

税

第

一

部

門

記

帳

指

導

推

進

官

の

船

橋

淳

史

氏

が

講

師

を

務

め

、

帳

簿

の

基

本

的

な

記

入

方

法

や

取

引

の

仕

訳

処

理

、

青

色

申

告

特

別

控

除

を

受

け

る

た

め

の

要

件

な

ど

を

丁

寧

に

解

説

。

あ

わ

せ

て

電

子

帳

簿

保

存

法

や

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

実

務

対

応

に

も

触

れ

、

近

年

の

制

度

改

正

を

踏

ま

え

た

最

新

の

留

意

点

を

紹

介

し

た

。

　

参

加

者

は

配

付

資

料

を

手

に

取

り

な

が

ら

、

日

々

の

記

帳

が

正

し

い

申

告

に

つ

な

が

る

こ

と

を

再

確

認

。

会

場

か

ら

は

「

会

計

ソ

フ

ト

の

利

用

を

検

討

し

た

い

」

な

ど

の

声

も

寄

せ

ら

れ

た

。

　

同

会

で

は

、

今

後

も

税

務

署

と

連

携

し

、

会

員

の

み

な

ら

ず

区

民

全

体

の

記

帳

水

準

向

上

と

電

子

化

へ

の

支

援

を

一

層

推

進

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

女

性

部

会

（

上

田

美

千

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

ビ

ー

ル

の

ま

ち

・

札

幌

は

ど

う

で

き

た

」

を

テ

ー

マ

に

、

「

ま

ち

歩

き

団

体

」

の

伴

野

卓

磨

氏

を

講

師

に

サ

ッ

ポ

ロ

フ

ァ

ク

ト

リ

ー

を

ス

タ

ー

ト

、

開

拓

使

麦

酒

醸

造

所

見

学

館

と

旧

永

山

武

四

郎

邸

周

辺

の

建

物

探

訪

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

は

、

い

つ

も

目

に

す

る

建

物

に

、

知

ら

な

か

っ

た

歴

史

が

詰

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

知

り

、

新

た

な

興

味

が

湧

い

て

き

た

様

子

だ

っ

た

。

　

サ

ッ

ポ

ロ

ビ

ー

ル

園

で

昼

食

を

と

り

、

午

後

か

ら

は

札

幌

新

陽

高

校

を

訪

問

。

出

会

い

を

大

切

に

個

性

を

生

か

し

た

教

育

方

針

の

も

と

、

自

分

に

合

っ

た

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

を

選

択

し

挑

戦

し

て

い

く

こ

と

を

学

習

し

て

い

る

と

い

う

同

校

の

様

子

を

見

学

。

ま

た

、

生

徒

の

活

動

事

例

で

、

「

ミ

ヤ

ケ

ン

推

し

活

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

」

と

題

し

、

宮

沢

賢

治

を

研

究

し

て

い

る

グ

ル

ー

プ

の

、

ク

ラ

ウ

ド

フ

ァ

ン

デ

ィ

ン

グ

で

資

金

を

集

め

て

、

宮

沢

賢

治

の

す

ば

ら

し

さ

を

紹

介

す

る

本

を

制

作

し

て

い

る

状

況

や

、

全

国

の

宮

沢

賢

治

好

き

の

高

校

生

と

連

絡

を

取

り

合

い

「

推

し

活

」

を

楽

し

ん

で

い

る

様

子

が

紹

介

さ

れ

た

。

　

佐

賀

・

公

益

社

団

法

人

鳥

栖

法

人

会

（

牟

田

正

明

会

長

）

は

さ

き

ご

ろ

、

鳥

栖

市

内

で

開

催

さ

れ

た

�

年

以

上

の

歴

史

を

持

つ

「

ま

つ

り

鳥

栖

」

の

会

場

で

、

税

務

手

続

き

の

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

を

Ｐ

Ｒ

し

た

＝

写

真

。

　

同

会

で

は

、

地

元

各

地

の

祭

り

に

積

極

的

に

参

加

し

、

地

域

活

動

の

活

性

化

に

取

組

ん

で

い

る

が

、

今

回

は

市

民

ら

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

や

ス

マ

ホ

申

告

へ

の

関

心

を

深

め

て

も

ら

お

う

と

、

鳥

栖

税

務

署

の

野

田

和

也

署

長

や

職

員

ら

と

参

加

し

た

。

　

当

日

は

、

祭

り

会

場

の

商

店

街

周

辺

で

横

断

幕

を

掲

げ

て

パ

レ

ー

ド

を

行

い

、

集

ま

っ

た

市

民

ら

に

税

の

啓

蒙

冊

子

「

タ

ッ

ク

ス

フ

ン

ト

け

ん

た

く

ん

」

や

天

然

素

材

を

使

用

し

た

環

境

に

や

さ

し

い

「

エ

コ

布

巾

」

な

ど

を

配

布

し

な

が

ら

、

税

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

と

環

境

保

全

を

呼

び

掛

け

た

。

　

牟

田

会

長

は

「

今

後

も

活

動

を

通

じ

て

納

税

意

識

の

高

揚

に

寄

与

す

る

と

と

も

に

、

環

境

負

荷

軽

減

や

社

会

全

体

の

コ

ス

ト

削

減

の

た

め

に

も

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

推

進

し

て

い

く

」

と

話

し

た

。

　

滋

賀

・

水

口

税

務

署

（

坪

尾

直

美

署

長

）

と

公

益

社

団

法

人

水

口

納

税

協

会

（

川

下

重

彦

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

改

正

法

人

税

法

等

説

明

会

を

共

同

で

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

同

説

明

会

は

、

納

税

者

の

税

に

関

す

る

理

解

を

深

め

、

適

正

な

税

務

申

告

等

を

支

援

す

る

こ

と

を

目

的

に

例

年

開

催

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

ま

で

は

紙

の

資

料

を

用

意

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

の

一

環

と

し

て

、

初

め

て

ペ

ー

パ

ー

レ

ス

で

開

催

さ

れ

た

。

　

　

当

日

は

、

出

席

者

が

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

等

で

、

二

次

元

コ

ー

ド

か

ら

資

料

を

参

照

す

る

こ

と

で

、

紙

の

資

料

が

な

く

て

も

円

滑

に

実

施

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

併

せ

て

行

っ

た

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

の

紹

介

に

つ

い

て

は

、

出

席

者

も

デ

モ

操

作

に

参

加

し

、

非

常

に

一

体

感

の

あ

る

説

明

会

と

な

っ

て

い

た

。

　

千

葉

・

一

般

社

団

法

人

成

田

青

色

申

告

会

（

片

岡

英

雄

会

長

）

は

�

月

�

日

、

Ｊ

Ｒ

成

田

駅

東

口

前

に

お

い

て

「

税

を

考

え

る

週

間

の

街

頭

宣

伝

」

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

青

色

申

告

会

の

役

員

や

会

員

と

山

本

忠

成

署

長

ら

成

田

税

務

署

の

幹

部

・

職

員

も

街

頭

宣

伝

に

参

加

し

た

。

　

街

頭

宣

伝

で

は

、

イ

ー

タ

君

ス

ポ

ン

ジ

や

税

務

署

か

ら

の

税

に

関

す

る

お

知

ら

せ

、

申

告

会

の

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

配

布

し

広

報

周

知

を

行

っ

た

。

　

そ

の

後

の

青

色

申

告

会

役

員

・

職

員

と

同

署

と

の

意

見

交

換

会

で

は

、

来

年

の

確

定

申

告

会

場

の

青

色

申

告

コ

ー

ナ

ー

に

つ

い

て

、

活

発

な

意

見

交

換

が

行

わ

れ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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